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新 規 登 録 
（第 4 条第 1 項） 

現 況 報 告 書（毎年） 
（営業年度終了後 4 か月以内に提出） 

（第７条） 

一 部 消 除 
（第１０条） 

営業所の廃止等 

変 更 届 
（変更の原因が発生した日から 

30 日以内） 
（第８条第 1 項） 

営業所の名称及び所在地、資本金
額、役員の氏名・個人の氏名・支配
人の氏名、管理技士の変更等 

変更・一部消除事由発生 

登 録 更 新（５年ごと） 
（登録の有効期間満了の日前 30 日まで） 

（第４条第２項） 

廃業届 
（原因が発生した日か

ら 30 日以内） 
（第 9 条） 

※登録を受けた者が、登
録の要件を満たさなく
なった場合は、廃業届を
提出すること。 


